
平成３０年度 第１回宮古島市教育委員会（定例会）議事日程

平成３０年４月２６日（木） 午後３時３０分 開議

城辺庁舎２階インキュベート室

日程第１ 会議録署名委員の指名について

日程第２ 承 認 事 項 会議録の承認について（平成２９年度第７回臨時会）

日程第３ 承 認 事 項 会議録の承認について（平成２９年度第１２回定例会）

日程第４ 報 告 教育長報告

日程第５ 議案第１号 宮古島市総合博物館協議会委員の任命について

日程第６ 議案第２号 宮古島市社会教育委員の委嘱について

日程第７ 議案第３号 宮古島市文化財保護審議会委員の委嘱について

日程第８ 議案第４号 宮古島市立学校給食共同調理場管理規則の一部改正につ

いて

日程第９ 議案第５号 城辺地区統合中学校実施計画策定委員会設置要綱につい

て

日程第10 報告第１号 臨時代理処分の承認について（宮古島市立幼・小・中学

校普通教室等空調設備設置検討委員会設置要綱につい

て)

日程第11 そ の 他



議案第１号

宮古島市総合博物館協議会委員の任命について

上記の議案を別紙のとおり提案する。

平成３０年４月２６日

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博

提案理由

宮古島市総合博物館協議会委員の任期が平成３０年５月３１日で満了とな

り、宮古島市総合博物館条例第３条の規定により新たに任命する必要がある

ため、本案を提出します。



任期　　平成30年6月1日～平成32年5月31日

区分 委員名 再・新 専門分野 備考

下地　和宏 新 考古 宮古島市史編さん委員長

仲地　邦博 再 自然
宮古野鳥の会会長
宮古島市史編さん委員会委員

瑞慶山　昇 再 美術 元沖縄県立博物館・美術館副館長

小禄　裕子 再 民俗 元宮古島市総合博物館学芸員

稲福　政斉 新 民俗
沖縄国際大学非常勤講師
沖縄大学非常勤講師

岩本　大輔 新 工芸 元生涯学習振興課文化財係嘱託職員

乾　　邦夫 新 宮古島市立下地小学校校長

砂川　　誠 新 学校教育課指導主事

大城　裕子 再 宮古島市文化協会会長

佐藤　宣子 再 植物 宮古島市文化財保護審議委員会委員

学
識
経
験
者

宮古島市総合博物館協議会委員名簿（案）

社
会
教
育

学
校
教
育

- 2 -



議案第２号

宮古島市社会教育委員の委嘱について

上記の議案を別紙のとおり提案する。

平成３０年４月２６日

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博

提案理由

宮古島市社会教育委員の任期が平成３０年４月３０日をもって満了となり、

宮古島市社会教育委員に関する条例第３条の規定により、次の社会教育委員を

置く必要があるので、本案を提出します。



任期　　平成30年6月1日～平成32年5月31日

区分 委員名 再・新 専門分野 備考

下地　和宏 新 考古 宮古島市史編さん委員長

仲地　邦博 再 自然
宮古野鳥の会会長
宮古島市史編さん委員会委員

瑞慶山　昇 再 美術 元沖縄県立博物館・美術館副館長

小禄　裕子 再 民俗 元宮古島市総合博物館学芸員

稲福　政斉 新 民俗
沖縄国際大学非常勤講師
沖縄大学非常勤講師

岩本　大輔 新 工芸 元生涯学習振興課文化財係嘱託職員

乾　　邦夫 新 宮古島市立下地小学校校長

砂川　　誠 新 学校教育課指導主事

大城　裕子 再 宮古島市文化協会会長

佐藤　宣子 再 植物 宮古島市文化財保護審議委員会委員

学
識
経
験
者

宮古島市総合博物館協議会委員名簿（案）

社
会
教
育

学
校
教
育
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議案第３号

宮古島市文化財保護審議会委員の委嘱について

上記の議案を別紙のとおり提案する。

平成３０年４月２６日

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博

提案理由

宮古島市文化財保護審議会委員の任期が平成３０年４月３０日に満了とな

り、宮古島市文化財保護審議会条例第４条の規程により新たに委嘱する必要が

あるため、本案を提出します。



氏　名 専門区分 備考 委嘱

1 下地
　シモジ

　和宏
カズヒロ

考古 宮古島市史編さん委員長 再

2 上里
ウエザト

　雅章
マサアキ

郷土芸能
元小学校校長、新里民
俗芸能保存会会長 新

3 佐藤
サトウ

　宣子
ノリコ

植物
宮古島市
市史編さん嘱託員

再

4 金城
キンジョウ

　透
トオル

考古
沖縄県立宮古工業
高校校長

再

5 梶原
カジワラ

　健次
ケンジ

海洋
博士（水産学）
水産課補佐

再

6 仲地
ナカチ

　邦博
クニヒロ

動物 宮古野鳥の会会長 再

7 我那覇
ガナハ

　念
　サトル

歴史
元沖縄県立浦添高
等学校校長

元

8 仲間
ナカマ

　明典
アキノリ

郷土史
元市議会議員、元伊
良部町企画室長

新

〒９０６－０００６
　平良字西仲宗根５５４-８

〒９０６－０５０１
　伊良部字前里添４５７

住　　所

宮古島市文化財保護審議会委員

至　平成３２年　　４月　３０日

任期：自　平成３０年　　５月　　１日

〒９０１－２１１１
　浦添市経塚９１４－３ｻﾆｰﾊｳｽ１－A

〒９０６－０００８
　平良字荷川取４９７－２８

〒９０６－０００７
　平良字東仲宗根７１１－３

〒９０６－０００６
　平良字西仲宗根４８－１（2F北）

〒９０６－０１０３
　城辺字福里６２２－５（２０１）

〒９０６－００１３
　平良字下里１２２３－８
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議案第４号

宮古島市立学校給食共同調理場管理規則の一部改正について

上記の議案を別紙のとおり提案する。

平成３０年４月２６日提出

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博

提案理由

、 。宮島小学校の廃校に伴い規則を改正する必要があるので 本案を提出します



別紙

宮古島市立学校給食共同調理場管理規則の一部を改正する規則

宮古島市立学校給食共同調理場管理規則（平成17年宮古島市教育委員会規則第

22号）の一部を次のように改正する。

第２条の表中「、宮島小学校」を削る 」。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の宮古島市立学校給食共同調理場管

理規則の規定は、平成３０年４月１日から適用する。



議案第５号

城辺地区統合中学校実施計画策定委員会設置要綱について

上記の議案を別紙のとおり提案する。

平成３０年４月２６日

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博

提案理由

城辺地区統合中学校を開設するための実施計画を策定するには、策定委員会

を設置し、協議及び検討する必要があるため、本案を提案します。



別 紙
城辺地区統合中学校実施計画策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 城辺地区統合中学校を開設するための実施計画（以下「城辺統合中学校

実施計画」という ）を策定するため、城辺地区統合中学校実施計画策定委員。

会（以下「策定委員会」という ）を置く。。

（所掌事項）

第２条 策定委員会は、城辺統合中学校実施計画の原案を策定し、宮古島市教育

委員会（以下「教育委員会」という ）に報告し、承認を得る。。

（組織）

第３条 策定委員会は、委員３０人以内で組織し、次に掲げる者の中から教育長

が任命し、又は委嘱する。

２ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 城辺地区の自治会の代表である者

(2) 城辺地区地域づくり協議会の代表である者

(3) 城辺地区の中学校の校長職にある者

(4) 城辺地区の中学校のＰＴＡ会長の職にある者

(5) 宮古島市教育委員会教育総務課長の職にある者

(6) 宮古島市教育委員会学校教育課長の職にある者

(7) その他教育長が必要と認める者

（委員長及び副委員長）

第４条 策定委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。

、 。２ 委員長及び 副委員長は前条第２項に掲げる者である委員の中から選任する

３ 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。

（会議）

第５条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。

、 。２ 策定委員会は 委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない

３ 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委

員長の決するところによる。

（任期）

第６条 委員の任期は、第２条の規定による報告の終了をもって満了する。



（部会）

第７条 策定委員会に、次の各号に掲げる部会を置き、当該各号に定める城辺統

合中学校実施計画の策定に係る専門的事項について調査研究する。

(1) 校名・校章・校歌・制服等検討部会

校名、校章、校歌、制服等の制定や選定に関すること。

(2) 教育課程等検討部会

教育課程の基本方針・基本構想等に関すること。

(3) 施設設備等検討部会

施設・設備等の整備及び生徒の登下校に関すること。

２ 前項各号に掲げる部会は、それぞれ部会長、副部会長１人及び部会員若干名

をもって組織する。

３ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

４ 副部会長は当該部会の部会長を補佐し、当該部会長に事故があるとき、又は

当該部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（校名・校章・校歌・制服等検討部会）

第８条 校名・校章・校歌・制服等検討部会の部会長は城辺地区の中学校の校長

、 。職にある者を充て 副部会長は城辺地区の中学校の教頭職にある者を充てる

２ 校名・校章・校歌・制服等検討部会の部会員は次に掲げる者をもって充て

る。

(1) 城辺地区の中学校の校長、教頭、教務主任の職にある者のうち、策定委員

会が指名する者

(2) 城辺地区の中学校のＰＴＡ関係者の中から、策定委員会が指名する者

(3) 学校教育課指導主事の職にある者のうち、策定委員会が指名する者

（教育課程等検討部会）

第９条 教育課程等検討部会の部会長は城辺地区の中学校の校長職にある者を充

て、副部会長は城辺地区の中学校の教頭職にある者を充てる。

２ 教育課程等検討部会の部会員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 城辺地区中学校の校長、教頭、教務主任の職にある者のうち、策定委員会

が指名する者

(2) 学校教育課指導主事の職にある者のうち、策定委員会が指名する者

（施設設備等検討部会）

第10条 施設設備等検討部会の部会長は城辺地区の中学校の校長職にある者を充

て、副部会長は城辺地区の中学校の教頭職にある者を充てる。

２ 施設設備等検討部会の部会員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 城辺地区中学校の校長、教頭、教務主任の職にある者のうち、策定委員会



が指名する者

(2) 城辺地区の中学校のＰＴＡ関係者の中から、策定委員会が指名する者

(3) 学校教育課指導主事の職にある者のうち、策定委員会が指名する者

（部会の会議）

第11条 部会の会議は、当該部会の部会長が招集する。

２ 部会は、当該部会に属する部会員の半数以上が出席しなければ会議を開くこ

とができない。

３ 部会の議事は出席した当該部会の部会員の過半数で決し、可否同数のときは

当該部会の部会長の決するところによる。

４ 部会は、当該部会の所掌事項に係る調査研究内容について、策定委員会に適

宜報告し、助言や承認を得なければならない。

（部会員の任期）

第12条 部会長、副部会長及び部会員の任期は、当該部会に係る前条第４項の規

定による報告の終了をもって満了する。

（報償費）

第13条 委員及び部会員に対する報償費は、予算の範囲内で決定し、これを支払

うことができる。

（庶務）

、 。第14条 策定委員会及び部会の庶務は 学校規模適正化対策班において処理する

（事務局）

第15条 策定委員会及び部会の事務局は、教育部の学校規模適正化対策班及び教

育総務課、学校教育課で組織を構成し、事務を処理する。

（委任）

第16条 この要綱に定めるもののほか策定委員会及び部会に関し必要な事項は、

教育長が別に定める。

附 則

１ この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

２ この要綱の施行後、最初に開催される会議は、第５条第１項の規定にかかわ
らず教育長が招集する。



議案第６号

宮古島市教育委員会委員定数条例制定の議案提出依頼について

上記の議案を別紙のとおり提案する。

平成３０年４月２６日

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博

提案理由

複雑多様化する教育行政に対応するため、教育委員を増員するには条例を制

定する必要があるため、本案を提出する。



宮教総第 号

平成３０年 月 日

宮古島市長

下地 敏彦 殿

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博

６月定例議会議案提出について（依頼）

みだしの件について、６月定例議会へ下記の議案提出を依頼します。

記

宮古島市教育委員会委員定数条例の制定について



議案第 号

宮古島市教育委員会委員定数条例の制定について

上記の議案を別紙のとおり提案する。

平成３０年６月 日提出

宮古島市長

下地 敏彦

提案理由

著しい社会情勢の変化に伴い複雑多様化する教育行政に対応するため、教育

委員を増員するには条例を制定する必要があるため、本案を提出します。



別紙

宮古島市教育委員会委員定数条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第３条た

だし書の規定により、宮古島市教育委員会の委員の定数は５人とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



報告第１号

臨時代理処分の承認について（宮古島市立幼・小・中学校普通教室等空調

設備設置検討委員会設置要綱について）

上記案件については、宮古島市教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に

関する規則第２条の規定により宮古島市教育委員会へ付議する事項となっている

が、教育委員会に付議する暇がないため、同規則第４条の規定により臨時に代理

することとしたのでこれを報告し、承認を求める。

平成３０年４月２６日

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博



別紙

宮古島市立幼・小・中学校普通教室等空調設備設置検討委員会設置要綱

（設置）

第１条 宮古島市立幼・小・中学校普通教室等への空調設備設置に向

け、整備の手法や方針等を検討するため、宮古島市立幼・小・中学

校普通教室等空調設備設置検討委員会（以下「委員会」という ）。

を設置する。

（協議事項）

第２条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 空調設備の設置及び整備計画等に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要事項に関すること。

（組織）

第３条 委員会は、１0人以内で組織する。

（委員）

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱または任命す

る。

(1) 宮古島市立小・中学校長の代表者

(2) 宮古島市立小・中学校PTAの代表者

(3) 市の職員

(4) 前３項に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める者

２ 委員の任期は、第１条の目的を達成した日までとする。

（会長及び副会長）

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを

定める。

２ 会長は、委員会の会議を総理し、委員会を代表する。

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。

（会議）

第６条 委員会の会議は、会長が招集する。

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。



（庶務）

第７条 委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事

項は、教育長が別に定める。

附 則

１ この要綱は、公布の日から施行する。

２ この要綱の施行後、最初に開催される会議は、教育長が招集する。


